
北海道告示第10524号
北海道が令和５年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。
令和５年４月３日

北海道知事 鈴木 直道

（建設部所管分）

補助金等を交付する事務 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提 補助金等の交
又は事業の名称及びその 補 助 対 象 者 補 助 対 象 経 費 補 助 率 等 付すべき関係書 付すべき関係書 出部数、提出期 付に関する権 摘 要
目的又は趣旨 類 類 限及び提出先 限の委任

１ 北海道土地開発公社自 北海道土地開発公 北海道土地開発公社が中 10分の10以内 建設第19号様式 建設第19号様式 提出部数 １部
主事業用地資金利子補給 社 空知流通工業団地、南空知 建設第22号様式 建設第33号様式 提出期限 別に指示
補助金 流通工業団地及び苫小牧交 建設第24号様式 建設第35号様式 する日
北海道土地開発公社が 通運輸関連用地に係る事業 建設第25号様式 提 出 先 建設部総

保有する自主事業用地に 資金として、金融機関から 建設第36号様式 務課
係る事業資金として、金 借り入れる資金（借入期間 別に指示する様
融機関から借り入れる資 が１年を超えない借入金に 式
金に対し、利子補給の助 限る。）に係る利息から公
成措置を講ずることによ 社負担分を除いた金額。
り、借入利息の負担軽減
を図り、もって安定した
公共用地等の取得、管
理、処分等を図ることを
目的とする。

２ がけ地近接等危険住宅 市町村 １ 市町村が危険住宅を除 ４分の１以内 建設第 1号様式 建設第 1号様式 提出部数 １部 書類は総合
移転事業 却する者に対し当該除却 建設第19号様式 建設第19号様式 提出期限 別に指示 振興局長又
がけ地の崩壊等の危険 に要する経費を補助した 建設第22号様式 建設第31号様式 する日 は振興局長

のある区域における住宅 場合における当該補助に 建設第24号様式 建設第33号様式 提出先 建設部住 を経由する
の移転を促進するため、 要する経費 建設第25号様式 建設第35号様式 宅局建築 こと。
予算の範囲内で補助す ２ 市町村が金融機関等か 指導課
る。 ら資金の融資を受けて危

険住宅に代わる住宅の建
設又は購入（土地の購入
費を含む。）をする者に
対し当該融資に係る利子
補給をした場合における
当該利子補給に要する経
費

３ 既存住宅耐震改修事業 市町村（札幌市 対象住宅について所有者 ２分の１以内 建設第19号様式 建設第19号様式 提出部数 １部 書類は総合
地震発生時における住 を除く。） が行う耐震診断、補強設 建設第22号様式 建設第33号様式 提出期限 別に指示 振興局長又

宅の倒壊等による被害を 計、耐震改修工事及び耐震 建設第24号様式 建設第35号様式 する日 は振興局長
軽減するため、既存住宅 改修工事の実施に伴う附帯 建設第25号様式 提出先 建設部住 を経由する



の耐震診断、補強設計、 工事並びに除却工事に係る 宅局建築 こと。
耐震改修工事又は除却工 経費のうち、市町村が所有 指導課
事を実施する所有者に補 者に交付した補助金に係る
助金を交付する市町村に 経費
対し、予算の範囲内で補
助する。

４ 住宅相談等事業 一般財団法人北海 １ 住宅相談運営に要する ５分の３以内 建設第19号様式 建設第19号様式 提出部数 １部
道内における住宅相談 道建築指導センタ 経費(人件費、謝金、旅 建設第22号様式 建設第33号様式 提出期限 別に指示

等業務の充実を図り、北 ー 費、消耗品費、印刷製本 建設第24号様式 建設第35号様式 する日
国にふさわしい住宅の普 費、使用料及び賃借料、 建設第25号様式 提 出 先 建設部住
及を図るため、予算の範 通信運搬費、委託料に限 建設第36号様式 宅局建築
囲内で補助する。 る。） 別に指示する様 指導課

２ 住宅相談に係る研修に 式
要する経費（人件費、謝
金、旅費、消耗品費、印
刷製本費、使用料及び賃
借料、通信運搬費に限
る。)

３ 住情報提供に要する経
費（人件費、謝金、旅
費、消耗品費、印刷製本
費、使用料及び賃借料、
通信運搬費、委託料に限
る。)

５ マンション管理相談事 公益社団法人北海 マンション管理の相談事 ５分の３以内 建設第19号様式 建設第19号様式 提出部数 １部
業 道マンション管理 業に要する経費 建設第22号様式 建設第33号様式 提出期限 別に指示
マンションの維持管理 組合連合会 建設第24号様式 建設第35号様式 する日

に係る問題の迅速かつ適 建設第25号様式 提 出 先 建設部住
切な解決を図るため、予 建設第36号様式 宅局建築
算の範囲内で補助する。 別に指示する様 指導課

式

６ 民間大規模建築物耐震 市町村（札幌市 市町村が耐震診断、補強 ２分の１以内 建設第19号様式 建設第19号様式 提出部数 １部 書類は総合
事業 を除く。） 設計、耐震改修等を実施す 建設第22号様式 建設第33号様式 提出期限 別に指示 振興局長又
建築物の耐震化を促進 る所有者に対し、その経費 建設第24号様式 建設第35号様式 する日 は振興局長

するため、法律で耐震診 を補助する場合における当 建設第25号様式 提 出 先 建設部住 を経由する
断が義務化される民間大 該補助に要する経費 宅局建築 こと。
規模建築物の所有者が行 指導課
う耐震診断、補強設計、
耐震改修等を支援する市
町村に対し、予算の範囲
内で補助する。


